
多可町商工会定款第30条に基づき、総代選挙を実施しま

す。総代は会員の代表として議決権を付託され総代会に出席

していただく方で任期は3年です。つきましては定款第6条に基

づき開催公告は会館内の掲示場に 10月 24日に掲示いたし

ますのでお知らせいたします。              (担当:総務係) 

11 月 28日㈮に多可町定例記者発表が開 

催されます。新商品や新しい取り組み等を地 

域メディアに情報発信しませんか？  

【申込方法】 商工会（℡32-2161） 

※詳細につきましては、お電話にてご説明いたします。 

ご興味のある方はお気軽に商工会までご連絡ください。 

【締切】 10月31日㈮                 (担当:後藤綺) 

 

 

下請法の改正法が 2026年 1月 1日に施行され、規制

内容の追加や規制対象の拡大がなされるとともに、法律名も

「取適法(とりてきほう)に変更されます。 

改正下請法にかかる説明会がオンラインで開催されますの

で、ぜひご参加ください。 

【日時】 11月 10日㈪14:00～15:30 

【形式】 オンライン開催 

【詳細】 説明 60分・質疑応答 30分 
 
【申込方法】 QR コードからお申込みください。 

申込締切:11月 6日㈭17:00      (担当:経営指導員) 

『小規模事業者持続化補助金』  
小規模事業者の販路開拓の取組みを支援する補助金です。 

〈販路開拓の取り組み例〉 

商品開発のための製造機械購入、PR チラシ作成・折込費用、 

看板設置、展示会出展、店舗改装等   

【補助金額】 上限 50万円～250万円（条件あり） 

【補 助 率】 2/3～3/4（条件あり） 

【申請締切】 11月 28日㈮17:00 
 

〇申請には「gBizIDプライムアカウント」が必須 

ですので、未取得の方は商工会にお問合せ 

いただくか「gBizID」 のホームページから取得してください。 

○申請には計画書の提出が必要ですので、お早めに商工会

にご相談ください。            (担当:経営指導員) 

 

人手不足でお困りの場合は、たかテレビで求人掲載できま

す！ご希望の方は商工会までお電話ください。詳しい手続き方

法につきましては、その際にご説明いたします。 

※ご興味のある方は商工会までご連絡ください。 

【申込方法】 商工会（℡32-2161）    (担当:後藤綺) 

中小企業診断士の荒木先生・岡本先生による経営相談

窓口を毎週開催しています。ご希望の方は希望日の 10日

前までに商工会までお問合せください。  
 

【日時】 11月 6日㈭・20日㈭・25日㈫ 13:00～15:00 

11月11日㈫ 15:00～17:00     (担当:横畑) 
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10月４日㈯から兵庫県の最低賃金が以下のように改定され

ました。兵庫県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。 

 時間額 1,１１６円以上（前年比６４円     ） 
 

※最低賃金には「地域別最低賃金」(都道 

府県ごと)と「特定最低賃金」(特定地域内 

の特定産業ごと)があります。(担当:全職員) 

兵庫県最低賃金が引き上げられました 

10月４日から 1,１１６円に！ 

 

 

多可町商工会総代選挙について 

2026年 1月から「下請法」は「取適法」へ！ 

改正下請法に関する説明会開催のお知らせ 

今年度の会員交流・親睦事業につきまして、改めてご案内

申しあげます。年に一度の貴重な交流の機会です。ぜひともご

参加いただき、会員同士の親睦を深めましょう！  
                            会員交流ゴルフ大会【参加募集中！】 
【日程】11月 12日㈬  【場所】妙見富士カントリークラブ 

現在、参加枠に余裕がございます。ゴルフを通じて楽しく交流

できる機会ですので、ぜひご参加ください。初心者の方も大歓

迎です！  
      会員親睦旅行【残席わずか！】 
【日程】 11月 30日㈰ 

【行き先】 明石海峡大橋と三年とらふぐを堪能 

おかげさまで、定員まであとわずかとなっております。ご希望の

方はお早めにお申し込みください。旅先での交流を通じて、心に

残るひとときをご一緒しましょう。                   
【申込方法】 FAX:32-1699(郵送済みの申込用紙にご記入

のうえ、FAX にてお申込みください。)          (担当:金高) 

今こそ、魅力発信のチャンス！！ 

多可町定例記者発表、参加企業募集！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフや旅行でコミュニケーションしませんか？ 

会員交流・親睦事業 再案内 

販路開拓をお考えの皆様へ 

補助金活用をオススメします！ 

 

 

人手不足の企業必見！ 

たかテレビでの求人掲載企業を募集中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家による窓口相談 

よりよい経営に専門家がアドバイス！！ 

 



中小企業退職金共済(中退共)制度は、中小企業の事業

主が従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度

です。 

【制度のメリット】 

▼掛金の一部を国が助成 

▼掛金は全額非課税で、 

手数料不要 

▼外部積立型で管理が簡単 

▼パートタイマーや家族従業員も加入ＯＫ 

【加入方法】 商工会（℡32-2161） 

※商工会を通じてご加入いただけます。加入をご希望の方、ご

関心のある方は、お気軽にご連絡ください。   (担当:後藤綺) 

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的

に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付（基本手

当）に相当する給付として賃金の一定割合を支給されること

で、訓練・休暇期間中の生活費が保障される制度です。 
 

【主な支給要件】 

①休暇開始前 2年間に 12 ヶ月以上の被保険者期間がある 

②休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間がある 

③支給対象の要件を満たす無休の休暇を取得している 
 
【給付日数】         (雇用保険加入期間) 

所定給付日数：90日(5年以上 10年未満) 

所定給付日数：120日(10年以上 20年未満) 

所定給付日数：150日(20年以上) 

※その他条件等ございますので、詳しくは QR コードからご確認く

ださい。                           (担当:経営指導員) 

１０月１日付で業務推進課金高和彦が主幹から課長に昇

格いたしましたことをお知らせいたします。今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

ハローワーク西脇では、人材確保に役立つさまざまな支援サ

ービスを用意されています。求人でお困りの際はご活用ください。 

【人材確保の各種支援サービスについて以下列記】 

求人申込み/助成金のご案内/人材のご紹介/求人者マイペー

ジの開設/事業所への訪問/人材確保のご相談/労働市場情

報の提供 

【ミニ面接会】 

面接会はハローワーク西脇の会議室を利用して、就業時間等

の相談や面接を行うことができます。 

【会社見学会】 

実際に働いてもらう現場のことを見聞きできる機会をつくれます。 

【問合せ・お申込み】 ハローワーク西脇(℡0795-22-3181) 

8:30～17:15(土・日・祝日・年末年始は除く) 

 

 

 

  

各種お問合せ 〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20 

 TEL：0795-32-2161  FAX：0795-32-1699 

 E-mail：shokokai@taka-cho.jp 

 【事 務 局長】 後藤 

 【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・後藤綺・日髙 

 【業務推進課】 金高・西尾・篠原・石塚・大椿 

 

 

 
多可町商工会通信 

みみより Information 

旬の話題を毎月お届けします 

 

2025年   10月号 

vol.125-2 

発行：多可町商工会 

発行：多可町商工会 

発行：多可町商工会 

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるよう、柔軟な働き

方を実現することを目的として、育児・介護休業法が改正され

ています。改正法は4月1日から段階的に施行されており、今回

は 10月1日施行分の改正ポイントについてお知らせいたします。 

【育児・介護休業法 改正ポイント(10月 1日施行)】 

●柔軟な働き方を実現するための措置等 

①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 

②柔軟な働き方を実現するための措置の個別の 

周知・意向確認 

●仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 

①妊娠・出産等の申出時と子が３歳になる前の個別意向聴取

②聴取した労働者の意向についての配慮 

※詳しくは QR コードからご覧ください。  (担当:経営指導員) 

中小企業退職金共済制度のご案内 

国の退職金制度で安心です！ 

 

 

 

教育訓練休暇給付金のご案内 

長期で資格取得をお考えの従業員に！ 

ハローワーク西脇 

人材確保のサービスのお知らせ 

 

 

 

商工会は町内でのお買物を推奨しています。 

(一社)兵庫労働基準連合会西脇事務所からフォークリフト

運転技能講習のご案内がありましのたでお知らせいたします。技

能講習をお考えの方はお申込みください。 

【対象】 普通自動車以上の免許を所有されている方 

【学科日時】 12月 8日㈪8:40～18:25 

【学科場所】 北はりま職業訓練センター 

【実技日時】 12月10日㈬～12月11日㈭7:40～17:15 

【実技日時】 12月 12日㈮7:40～17:30 

【実技場所】 パナソニック㈱くらしアプライアンス社(加東市) 

【受講料】 37,950円 

【問合せ先】 西脇労働基準協会 (℡0795-23-3067) 

【申込方法】QR コードからご確認ください。 

締切：11月 27日㈭             (担当者:全職員) 

フォークリフト運転技能講習のご案内 

受講をご検討中の皆さまへ 

 

育児・介護休業法改正のお知らせ 

(10月１日施行分) 

職員人事異動のお知らせ 

昇格のご報告 

 

s 


